
○新城市新庁舎建設における現計画の見直しを問う住民投票条例施行規則 

                            平成２７年３月３１日 

規則第１２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、新城市新庁舎建設における現計画の見直しを問う住民投票条例

（平成２７年新城市条例第２９号。以下「条例」という。）第１８条の規定に基づ

き、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（投票資格者名簿の調製） 

第２条 市長は、投票資格者名簿（条例第４条第３項の規定による告示の日の前日現

在（投票資格者の年齢については、住民投票の期日現在）の投票資格者を登録した

名簿をいう。以下同じ。）を調製しなければならない。 

２ 前項の規定により調製する投票資格者名簿には、投票資格者の氏名、住所、性別

及び生年月日を記載するものとする。 

３ 投票資格者名簿は、第５条の規定により設ける投票区ごとに編製しなければなら

ない。 

４ 市長は、第１項の規定により投票資格者名簿の調製をしたときは、条例第４条第

３項の規定による告示の日の午前８時３０分から午後５時までの間、投票資格者（投

票資格者名簿に登録された者に限る。）からの申出に応じ、投票資格者名簿の抄本

（当該申出を行った投票資格者が記載された部分に限る。）を閲覧させなければな

らない。 

５ 第１項の規定による登録に関し不服のある者は、条例第４条第３項の規定による

告示の日の午前８時３０分から午後５時までの間に文書をもって市長に異議を申し

出ることができる。 

６ 市長は、前項の規定による異議の申出を受けた場合においては、その異議の申出

を受けた日から７日以内にその異議の申出が正当であるかないかを決定しなければ

ならない。この場合において、その申出を正当であると決定したときは、その異議

の申出に係る者を速やかに投票資格者名簿に登録し、又は投票資格者名簿から抹消

し、その旨を申出人及び関係人に通知し、その申出を正当でないと決定したときは、

速やかにその旨を申出人に通知しなければならない。 

７ 市長は、第１項の規定により投票資格者名簿の調製をした日後、当該調製の際に
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投票資格者名簿に登録されるべき投票資格者で、かつ、引き続き投票資格者である

者が投票資格者名簿に登録されていないことを知った場合には、その者を速やかに

投票資格者名簿に登録しなければならない。 

（投票資格者名簿の表示及び訂正等） 

第３条 市長は、投票資格者名簿に登録されている者が死亡したことその他の理由に

より投票資格者でなくなったことを知ったときは、速やかに投票資格者名簿にその

旨を表示するものとする。 

（投票資格者名簿の抄本の閲覧等） 

第４条 市長は、第２条第４項の規定による閲覧をさせるときは、条例第４条第３項

の規定による告示の日の３日前までに閲覧の場所を告示するものとする。 

（投票区） 

第５条 住民投票における投票区の区域は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１７条第２項の規定により市選挙管理委員会が設ける投票区の区域とする。 

（投票所） 

第６条 住民投票における投票所（第１２条に規定する期日前投票の投票所を含む。）

の場所は、投票区ごとに市長の指定する場所とする。 

（投票管理者及びその職務代理者） 

第７条 住民投票における投票管理者は、当該住民投票の投票資格者の中から市長が

選任する。ただし、市の区域の全部をその実施区域に含む選挙の期日と同じ日を住

民投票の期日として住民投票を実施する場合（以下「同日実施の場合」という。）

においては、当該選挙の投票管理者を当該住民投票の投票管理者とすることができ

る。 

２ 市長は、投票管理者に事故があった場合又は投票管理者が欠けた場合において、

その職務を代理すべき者（以下「職務代理者」という。）を、当該住民投票の投票

資格者の中からあらかじめ選任しておくものとする。ただし、同日実施の場合にお

いては、当該選挙の投票管理者の職務を代理すべき者を当該住民投票の職務代理者

とすることができる。 

（投票立会人） 



第８条 住民投票における投票立会人は、当該住民投票の投票資格者の中から、本人

の承諾を得て、２人以上５人以下（期日前投票にあっては、２人）を市長が選任す

る。ただし、同日実施の場合においては、当該選挙の投票立会人を当該住民投票の

投票立会人とすることができる。 

（代理投票） 

第９条 条例第７条第３項の規定による代理投票は、身体の故障又は文盲により、○

の記号を自書することができない投票人が、投票管理者に申請することにより行わ

せなければならない。 

（点字投票） 

第１０条 盲人である投票人は、条例第７条第４項の規定により点字投票を行おうと

する場合においては、投票管理者に対して、その旨を申し立てなければならない。

この場合においては、投票管理者は、点字投票である旨の表示をした投票用紙を交

付しなければならない。 

２ 前項に規定する点字投票である旨の表示をした投票用紙の様式は、別記様式のと

おりとする。 

３ 第１項の規定による点字投票に関する記載については、公職選挙法施行令（昭和

２５年政令第８９号）別表第１に規定する点字は文字とみなす。 

４ 第１項の規定による点字投票を行う場合において、投票人は、投票用紙に条例第

２条に規定する住民投票の内容から１つを選択し、自ら記載しなければならない。

この場合において、投票人は、別に定める住民投票の内容を略したものを記載する

ことができるものとする。 

（点字投票の無効投票） 

第１１条 前条の規定により行った点字投票が、次の各号のいずれかに該当する場合

は、無効とする。 

⑴ 所定の投票用紙を用いないもの 

⑵ 住民投票の内容以外の事項を記載したもの 

⑶ 住民投票の内容のほか、他事を記載したもの 

⑷ 住民投票の内容のいずれも記載したもの 



⑸ 住民投票の内容のいずれを記載したか判別し難いもの 

⑹ 白紙投票 

（期日前投票） 

第１２条 条例第８条第２項の規定による期日前投票は、住民投票の当日に公職選挙

法第４８条の２第１項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると見込まれる投票人

が、当該住民投票に係る条例第４条第３項に規定する告示の日の翌日から住民投票

の期日の前日までの間、期日前投票の投票所において行わなければならない。 

（不在者投票） 

第１３条 条例第８条第２項の規定による不在者投票は、前条に規定する投票人が、

不在者投票管理者の管理する投票を記載する場所において、投票用紙に投票の記載

をし、これを封筒に入れて不在者投票管理者に提出する方法により行わなければな

らない。 

２ 不在者投票管理者は、公職選挙法施行令第５５条第２項、第３項及び第４項第２

号の規定の例により置く。この場合において、同条第２項及び第４項第２号中「労

災リハビリテーション作業所の長」とあるのは、「労災リハビリテーション作業所

の長であって、その承諾を得たもの」とする。 

３ 前２項の規定によるほか、不在者投票は、前条に規定する投票人のうち公職選挙

法第４９条第２項に規定する身体に重度の障害がある者に該当するものが、その現

在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを同項に規定する郵便等によ

り送付する方法により行わなければならない。 

（投票記載所の掲示） 

第１４条 市長は、住民投票の当日、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な

箇所に条例第２条に規定する住民投票の内容を掲示するものとする。 

２ 市長は、条例第４条第３項の規定による告示の日の翌日から住民投票の期日の前

日までの間、期日前投票の投票所又は公職選挙法施行令第５５条第３項の規定の例

により置かれる不在者投票管理者が管理する不在者投票の投票を記載する場所内の

適当な箇所に条例第２条に規定する住民投票の内容を掲示するものとする。 

（開票所） 



第１５条 住民投票における開票所の場所は、市長の指定する場所とする。 

（同日実施の場合の開票所） 

第１６条 同日実施の場合における前条に規定する市長の指定する場所は、当該選挙

の開票所と同じ場所とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。 

（開票管理者及び開票立会人） 

第１７条 第１５条に規定する開票所に開票管理者及び開票立会人を置く。 

２ 前項の規定により開票所に置く開票管理者は、当該住民投票の投票資格者の中か

ら市長が選任する。 

３ 前項の規定により開票所に置く開票立会人は、当該住民投票の投票資格者の中か

ら、本人の承諾を得て３人以上５人以下を市長が選任する。 

（投票の点検） 

第１８条 開票管理者は、開票立会人とともに、当該住民投票における各投票所及び

期日前投票の投票所の投票を混同して、投票を点検しなければならない。 

２ 開票管理者は、前項の規定による投票の点検が終わったときは、速やかにその結

果を市長に報告しなければならない。 

（複数の住民投票の同時実施） 

第１９条 複数の住民投票を同時に行う場合における投票及び開票の順序は、市長が

定める。 

２ 複数の住民投票を同時に行う場合においては、第１７条に規定するものを除くほ

か、投票及び開票に関する規定は、各住民投票を通じて適用する。 

（選挙等の例による事項） 

第２０条 条例、この規則及び次条の規定に基づき市長が定めるもの並びに地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の２の規定により市長の権限に属する住

民投票の事務の一部が委任された市選挙管理委員会及びその委員長が別に定めるも

ののほか、投票資格者名簿、投票又は開票に関しては、それぞれその性質に反しな

い限り、公職選挙法に規定する選挙人名簿、投票又は開票の例による。 

（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 



附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（失効） 

２ この規則は、住民投票の期日の翌日から起算して９０日を経過した日にその効力

を失う。 
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備考 １ 投票用紙の色は、あさぎ色とし、文字の印刷の色は、黒色とする。 

   ２ 投票用紙の規格は、縦１２５ミリメートル、横１８０ミリメートルとする。 

   ３ 投票用紙に押すべき印は、刷込式とする。 
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